
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♫ 
 

♪ 
 

♬ ♬ ♬ 

平成２７年３月 

武蔵村山市 

（平成２７年度～平成３１年度） 
 





 

はじめに 
 

 男女共同参画社会基本法では、「男女が、互いにその人権を尊重し

つつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を緊要な課題と捉

え、その実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付

けています。 

 本市においては、平成１２年に「武蔵村山市男女共同参画計画―男女ＹＯＵ・Ｉプラン―」

（計画期間：平成１２年度～平成２１年度）を、平成２２年に「武蔵村山市第二次男女共同

参画計画―男女ＹＯＵ・Ｉプラン―」（計画期間：平成２２年度～平成２６年度）を策定し、

この計画に基づき、男女共同参画センターの開設（平成１８年度）をはじめ、様々な施策を

展開してまいりました。 

 しかしながら、男女共同参画社会の実現は道半ばであり、特に、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現や配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）の防止は、男女共同

参画社会を形成する上での主要な課題として、より一層の推進が必要です。 

 このような状況を踏まえ、本市は、これまで推進してきた「武蔵村山市第二次男女共同

参画計画―男女ＹＯＵ・Ｉプラン―」の趣旨を継承・発展させながら、更なる男女共同参

画の推進を図るため、「武蔵村山市第三次男女共同参画計画―男女ＹＯＵ・Ｉプラン―」を

策定いたしました。 

 本計画では、基本理念「誰もが自分らしくイキイキと暮らせる社会をつくりましょう」

のもと、施策の効果的な推進を図るため、社会状況や本市の現状を踏まえ、特に重点的に

取り組むべき事業を「重点事業」と位置付けるとともに、配偶者等からの暴力の防止と被

害者支援に関する施策を引き続き「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律」に基づく市町村基本計画として位置付けて、これらの施策に対する取組を明確にし

ています。 

 今後は、この「武蔵村山市第三次男女共同参画計画―男女ＹＯＵ・Ｉプラン―」に基づ

き、本市が目指す男女共同参画社会の実現に向けて、積極的な取組を進めてまいります。

皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御提言をいただきました武蔵村山市男女共同参

画計画市民懇談会委員の皆様をはじめ、御協力をいただきました市民の皆様に心よりお礼

申し上げます。 

 

平成２７年３月 

武蔵村山市長           
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